
 

 

 
インフルエンザ･新型コロナウイルス感染症罹患による欠席報告書 

 

診断された病名 
(型がわかれば記入) 

 

インフルエンザ（ 型）・新型コロナウイルス感染症 

 

発症した日 
（発熱などの症状がみられた日） 

年 月 日 

 

 

医療機関受診日 
 

年 月 日 

受診した医療機関 

（病院・医院の名称） 

 

 

病院・医院・クリニック・診療所 

 

解熱･症状軽快した日 
 

年 月 日 

 

学校を欠席した期間 

 
学校長が指示する出席停止期間と 

必ず一致するものではありません。 

 

年 月 日 から 

 

年 月 日 まで 

 

添付書類（いずれかの１枚で結構です｡） 
  

□ インフルエンザ･新型コロナ感染症検査結果 

□ 診療報酬明細書 

□ 薬剤情報提供書 

□ その他（ ） 
 

 
 

 

滋賀県立守山北高等学校長様 

 

医師の指示に従い、上記のとおり学校を欠席(自宅療養)したことを報告します。 

 
年  月  日 

 

  年  組  番 名前                

 

保護者等のお名前              ㊞ 
※自署の場合は押印不要 

 

担 任 養護教諭 教務課 

   
保護者記入 

＊本人が罹患したことがわかる書類(医療機関･薬局から発行されたもので 

生徒名･日付のあるもの)またはその写しを１枚添付してください。 



 

インフルエンザによる出席停止期間について 
 

学校保健安全法施行規則により、インフルエンザの出席停止期間の基準が「発症した後５日を経過し、

かつ、解熱した後２日を経過するまで」となっています。インフルエンザ発症後、学校へ登校するには 

下記の２つの条件を両方満たす必要があります。 

・解熱後 ２日が経過していること 

・発症後 ５日が経過していること 

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日か

らを発症第１日目と考えます。 

 

発症 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 

 

発熱 

  

解熱 
 

１日目 
 

２日目 
 

３日目 
 

４日目 

 

 

 

 

    

 

 

登校可 

この場合、解熱して２日経過しても、発症後５日が経過していないため、 

すぐには登校できません。発症後６日目に登校できます。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による出席停止期間について 
 

学校保健安全法施行規則により、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準が「発症した後５ 

日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」となっています。「症状が軽快」とは、解 

熱剤を使用せずに解熱し、かつ、咳などの呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。 

 

発症 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 

 

咳･発熱など 

   

症状軽快 
 

１日目 
 

２日目 
 

３日目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登校可 

この場合、症状が軽快して１日経過しても、発症後５日が経過していないため、 

すぐには登校できません。発症後６日目に登校できます。 

また、登校再開後、発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。 

 

(10日目までマスク着用を推奨) 


